
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
証
の
更
新

▪
窓
口
負
担
割
合
の
変
更
に
伴
う
被
保
険
者
証

の
更
新

　
令
和
４
年
10
月
１
日
か
ら
、
一
定
以
上
の
所

得
の
あ
る
方（
75
歳
以
上
の
方
な
ど
）は
、
現
役

並
み
所
得
者（
窓
口
負
担
割
合
３
割
）を
除
き
、

医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま

す
。
ご
自
分
の
負
担
割
合
は
、
９
月
中
旬
～
下

旬
に
届
く
新
し
い
被
保
険
者
証（
青
色
）で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限：10
月
１
日
～
令
和
５
年
７
月
31
日

▪
制
度
に
関
す
る
ご
質
問

　
あ
い
ち
後
期
高
齢
者
医
療
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎（
０
５
７
０
）０
１
１‐５
５
８

　
対
応
時
間：午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
15
分

　
12
月
28
日
ま
で　
※
土
日
祝
を
含
む

▼
保
険
年
金
課　
☎
23‐３
５
１
４

９
月
10
日
土
は「
下
水
道
の
日
」

下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

▪
下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

　
下
水
道
は
、
私
た
ち
の
家
庭
な
ど
か
ら
出
る

生
活
排
水
を
き
れ
い
に
し
て
川
や
海
に
戻
し
、

快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
海
や

川
を
汚
染
か
ら
守
る
た
め
の
施
設
で
す
。

　
下
水
道
を
使
え
る
区
域
で
ま
だ
接
続
を
し
て

い
な
い
方
は
、
市
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
田

原
市
排
水
設
備
指
定
工
事
店
に
ご
相
談
の
上
、

接
続
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▪
異
物
を
流
さ
な
い
で
！

　
下
水
道
施
設
へ
異
物
が
流

入
す
る
と
、
故
障
の
原
因
に

な
り
、
適
切
な
汚
水
処
理
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
水
洗
便
器
に
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外

の
も
の
を
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
下
水
道
課　
☎
23‐３
５
２
５

寄
付

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
７
月
19
日
、
美
容
室
ラ
ポ
ー
ル
ヘ
ア
渥
美
店

様
か
ら
、
子
育
て
支
援
の
た
め
、
玩
具
な
ど
。

▼
７
月
29
日
、
ユ
タ
カ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン（
株
）

ユ
タ
カ
豊
川
自
動
車
学
校
・
交
通
安
全
友
の

会
様
か
ら
、
同
会
が
作
成
し
た
交
通
安
全
啓

発
用
絵
本
を
保
育
施
設
な
ど
に
22
冊
。

▼
７
月
29
日
、
丸
眞（
株
）代
表
取
締
役
社
長
眞

下
一
成
様
か
ら
防
災
備
蓄
の
充
実
の
た
め
、

タ
オ
ル
類
89
枚
。

暮らしの備忘録は、保険年金や税・子育てなどの情報で期
限があるものや更新が必要な内容などを掲載しています。
忘れないように確認しましょう！

内　容 対象 問い合わせ
公的年金からの
市民税・県民税
の特別徴収
（天引き）

特別徴収対象者に6月中旬、納税通知書を送
付しました。満65歳になった方（昭和31年4月
3日～３２年4月2日生まれの方）などで、10月
支給の公的年金から市民税・県民税の特別徴収

（天引き）が始まる方がいますので納税通知書
をご確認ください。

令和３年中に公的年金など
の支払いを受け、令和４年4
月1日において遺族年金、障
害年金などの非課税年金を
除く公的年金の支払いを受
けている65歳以上の方

税務課
☎23‐3509

今月の納税・使
用料

納期限：9月30日（金）
後期高齢者医療保険料（3期）、国民健康保険税（３期）、市営住宅使用料（9月分）、保育料（9月分）、公
共下水道負担金等（2期・1期[渥美]）、農業集落排水事業分担金（2期）、し尿汲取手数料（7・8月分）

▼9月中旬～下旬に届く
　被保険者証（青色）

※負担割合は、保険証の
「一部負担金の割合」に
記載されています。

広報たはら  令和4年9月│    │15

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


